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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月3日(2020.6.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体レーザであって、
　１つまたは複数の半導体チップ（１－１）と、レーザ光共鳴キャビティと、速相軸コリ
メート素子（ＦＡＣ）とを備え、
　各前記半導体チップ（１－１）の発光ユニット（１－１１）の利得領域（１－１１Ａ）
の、遅相軸方向に沿う全長は、１ｍｍ～１０ｃｍであり、
　前記レーザ光共鳴キャビティは、前記発光ユニット（１－１１）の利得領域（１－１１
Ａ）の遅相軸方向におけるサイズが基本モードスポット半径ω０にマッチングするように
、前記発光ユニット（１－１１）から発された半導体レーザ光を調整して共鳴させ、
　前記速相軸コリメート素子（ＦＡＣ）は、前記レーザ光共鳴キャビティ内に設けられ、
前記発光ユニット（１－１１）から発されたレーザ光を速相軸方向においてコリメートす
ることを特徴とする半導体レーザ。
【請求項２】
　前記発光ユニット（１－１１）の利得領域（１－１１Ａ）の遅相軸方向におけるサイズ
が基本モードスポット半径ω０にマッチングするとは、
　単一の前記発光ユニット（１－１１）から発された光の遅相軸に沿う長さと利得領域（
１－１１Ａ）の遅相軸方向における基本モードスポット直径２ω０の投影値との比が１～
４であることを指すことを特徴とする請求項１に記載の半導体レーザ。
【請求項３】
　前記速相軸コリメート素子（ＦＡＣ）は、前記発光ユニット（１－１１）の前端面から
ｆＦＡＣだけ離れた位置に設けられ、前記利得領域（１－１１Ａ）の速相軸方向に沿う焦
点距離がｆＦＡＣであり、前記利得領域（１－１１Ａ）の遅相軸方向に沿う焦点距離が∞
であることを特徴とする請求項１に記載の半導体レーザ。
【請求項４】
　前記半導体チップの発光ユニットのリッジストライブ幅は、１～２ｍｍであり、前記レ
ーザ光共鳴キャビティは、遅相軸方向において安定キャビティであることを特徴とする請
求項１から３の何れか一項に記載の半導体レーザ。
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【請求項５】
　前記レーザ光共鳴キャビティは、第１キャビティ鏡（２）と第１出力結合鏡（３）とを
備え、
　前記第１キャビティ鏡（２）は、その表面に入射されたレーザ光を前記半導体チップ（
１－１）へ反射し、前記第１出力結合鏡（３）を介して出力することを特徴とする請求項
４に記載の半導体レーザ。
【請求項６】
　前記半導体チップ（１－１）の発光ユニット（１－１１）のリッジストライブ幅は、２
～５ｍｍであり、前記レーザ光共鳴キャビティは、遅相軸方向において非安定キャビティ
であることを特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の半導体レーザ。
【請求項７】
　前記レーザ光共鳴キャビティは、第２キャビティ鏡（５）と、第３キャビティ鏡（６）
と、第２出力結合鏡（７）とを備え、
　前記第２キャビティ鏡（５）は、その表面に入射されたレーザ光を前記半導体チップ（
１－１）へ反射し、
　前記第２出力結合鏡（７）の中心には、空洞が開設され、前記第２出力結合鏡（７）は
、その表面に入射されたレーザ光を反射して出力し、
　前記第３キャビティ鏡（６）は、前記空洞を通過したレーザ光を前記半導体チップ（１
－１）へ反射することを特徴とする請求項６に記載の半導体レーザ。
【請求項８】
　前記複数の半導体チップ（１－１）は、速相軸方向に垂直となるように配列し、遅相軸
方向に互いに平行することを特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の半導体レー
ザ。
【請求項９】
　前記複数の前記半導体チップ（１－１）の発光ユニット（１－１１）のリッジストライ
ブ幅は、１～２ｍｍであり、前記レーザ光共鳴キャビティは、遅相軸方向において安定キ
ャビティであることを特徴とする請求項８に記載の半導体レーザ。
【請求項１０】
　前記レーザ光共鳴キャビティは、第４キャビティ鏡（８）と第３出力結合鏡（９）とを
備え、
　前記第４キャビティ鏡（８）は、その表面に入射されたレーザ光を前記半導体チップ（
１－１）へ反射し、前記第３出力結合鏡（９）を介して出力することを特徴とする請求項
９に記載の半導体レーザ。
【請求項１１】
　前記複数の半導体チップ（１－１）のうちの各半導体チップ（１－１）の発光ユニット
（１－１１）のリッジストライブ幅は、２～５ｍｍであり、前記レーザ光共鳴キャビティ
は、遅相軸方向において非安定キャビティであることを特徴とする請求項８に記載の半導
体レーザ。
【請求項１２】
　前記レーザ光共鳴キャビティは、第５キャビティ鏡（１０）と、第６キャビティ鏡（１
１）と第４出力結合鏡（１２）とを備え、
　前記第５キャビティ鏡は、その表面に入射されたレーザ光を前記半導体チップ（１－１
）へ反射し、
　前記第４出力結合鏡（１２）の中心には、空洞が開設され、前記第４出力結合鏡（１２
）は、その表面に入射されたレーザ光を反射して出力し、
　前記第６キャビティ鏡（１１）は、前記空洞を通過したレーザ光を前記半導体チップ（
１－１）へ反射することを特徴とする請求項１１に記載の半導体レーザ。
【請求項１３】
　前記レーザ光共鳴キャビティは、更に、前記複数の半導体チップ（１－１）から発され
たレーザ光を調整して速相軸方向においてスペクトル合成を行わせることを特徴とする請
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求項８に記載の半導体レーザ。
【請求項１４】
　レーザ光共鳴キャビティは、シリンドリカル変換レンズ（Ｆ）と回折光学素子（ＤＯＥ
）を更に備え、
　前記シリンドリカル変換レンズ（Ｆ）は、速相軸方向において所定焦点距離ｆが設定さ
れ、遅相軸方向における焦点距離が∞であり、
　前記利得領域（１－１１Ａ）と回折光学素子（ＤＯＥ）は、シリンドリカル変換レンズ
（Ｆ）の２つの焦点にそれぞれ設けられていることを特徴とする請求項１３に記載の半導
体レーザ。
【請求項１５】
　前記半導体チップ（１－１）の下に設けられて前記半導体チップ（１－１）を放熱させ
るためのヒートシンク（１３）を更に備えることを特徴とする請求項１から３の何れか一
項に記載の半導体レーザ。
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